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本研究は，学校が組織的に教育相談を行うために必要とされるキ ー パ ー ソンの役割を明確
にするための実践研究である。 本研究では中学校の不登校生徒の支援に対する教育相談体
制を見直し，校内外の援助資源をつなぐ役割としての教育相談コ ーディネ ー タ ーの必要性を
明確化することを目的としている。 そこで教育相談コ ーディネ ー タ ーの活動内容を示した
先行実践・研究から役割モデルを構築する。 次に第一筆者がその役割を果たしながら， 中学
校現場のニ ー ズに合わせた教育相談コ ー ディネ ー タ ーのあり方を明らかにした。
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問題と目的

1. 不登校の問題
今日の学校現場において， 子どもたちの学校適応は

依然として大きな課題である。 とりわけ不登校の問題
は， 教育問題として教育行政や学校現場において大き
な課題とされ続けてきた。 文部科学省(2001 )による
と， 不登校が継続している理由による区分は 「学校生
活上の影響」型， 「あそび，非行」型， 「無気力」型， 「不
安などの情緒的混乱」型， 「意図的な拒否」型， 「複合

（複合的な理由によりいずれの理由が主であるか決め
がたい）」型となっている。 平成 7 年以降の推移では

「複合」型の割合が伸びており， 不登校の要因・背景の
複合化や多様化の傾向がある。 なかでも中学校におい
ては 「あそび・非行」型の割合が高い状況にある。

小林(2002)は， 現代の子どもたちは， 少子化の影
響で兄弟同士でお世話されたこともしたことも少な
く， また自然発生的な異年齢集団遊びのような集団の
中で， リ ー ダ ーやフォロワ ーになった体験も少ないた
め， 大きな集団の中で適切な位置を取っていく経験が
失われていると指摘している。 また西山(2007)は，
学校のような大きな規模の組織に行く機会を失うこと
で， 生徒の社会「生の形成に支障をきたす可能性がある
としている。 これらの学校適応に問題を抱えていて不
登校状態となっている生徒は， 学校という場所で社会

適応の経験を積むことが出来ず， 将来の自立的な社会
参画を妨げる怖れがある。

福岡県においては， 不登校児童生徒数の推移は平成
1 3年度のピ ー ク時から， 平成16年までは減少傾向に
あった。 しかし， それ以後は若干の増加傾向にある。
学年別不登校児童生徒数の推移から， 小学校6年から
中学 1 年の不登校児童生徒は約3. 4倍になっており，中
1 不登校生徒調査から小学 4 年生から6年生までの不

登校経験がある生徒の約半数が中 1 で不登校になって
いることから， いわゆる中 1 ギャップを生み出さない
ための小学校段階での早期発見と， 中学校との連携が
望まれている。

さらに県内の各自治体を見ると， A市では， B中学
校を含め6つの中学校があるが， A市の平成19年， 20
年度の不登校発生率を全国と比較すると， 平成19年度
は全国2.91 ％に対し， A市3.8 3%, 平成20年度は全国
2.89％に対し， A市4.55 ％と， いずれも過去2 年間不登
校生徒が全国平均を上回っているという実態がある。
A市では不登校は依然大きな改善がないまま， むしろ
問題が深刻化している地域もあり， この解決はA市の
重点課題にも挙げられている。 A市は不登校児童生徒
数の減少及び 「中 1 ギャップ」の減少を期待され， そ
の対策として， 平成22年度より 「おはよう指導員」が
配置されている。 しかし実際には 「おはよう指導員」
をはじめとする校外の援助支援の役割について， 当事



342 高村 文江・西山 久子

者及び学校現場においても， どのように位置づけ活用

するかという事が共通理解されているとは言い難い。

2. 不登校生徒に対する支援体制

A市の不登校児童生徒の支援活動を詳細に検討する

と， 全中学校及びA市教育支援センター において， 週

1 回スクールカウンセラ ー によるカウンセリングが行

われており， カウンセラ ー は出来るだけ多くの生徒や

保護者， 教師と関わろうとしている。 しかし実際には

カウンセラーとクライエント（来談者） の関係だけで

終わってしまい， 学校全体での情報共有が難しい。 不

登校に関するスクールカウンセラーの効果として， 文

部科学省が毎年行っている調査では， 「不登校児童生徒

への指導の結果， 登校するようになった児童生徒に特
に効果があった学校の措置」 として， 「スクールカウン

セラー等が専門的指導にあたった」と回答した学校が，

学校内での指導の改善工夫中， 最も多い。 また， 「不登

校児童生徒が相談， 指導， 治療を受けた機関等」 とし
ては，スクールカウンセラ ーが小・ 中学校ともに最も多

いとされている。 このことからスクールカウンセラー

との連携 ・情報共有 ・不登校生徒に対する助言 ・支援

の必要性は高いといえる。 しかし教師と比べてカウン

セラーは， 直接に関われる子どもの数と， 関われる場

面が限られているため， カウンセラ ーが多くの子ども

の援助資源であろうとするとき， 石隈 (1999) が言う

ように， カウンセラー の活用の工夫とカウンセラーを

活用する学校教育システムの整備が必要となる。

また平成21年度から導入されたスクールソ ー シャル

ワ ーカ ー については「教育分野に関する知識に加えて，

社会福祉等の専門的な知識や技術を有するスク ー ル

ソ ーシャルワ ーカ ーを活用し， 問題を抱えた児童生徒
に対し，当該児童生徒が置かれた環境へ働きかけたり，

関係機関とのネットワ ー クを活用するなど， 多様な支

援方法を用いて課題解決への対応を図っていくこと」

（文部科学省，2008) とされている。 スクー ルソ ー シャ

ルワ ーカ ーは 「個と環境との調和」 を基本としており，

主な活動内容として詫間 (2008) は①生徒， 保護者及

び教職員に対する面談， ②教職員との情報交換， ③不

登校生徒宅への家庭訪問， ④医療機関など関係機関と

の連携などを挙げているが， 学校現場での活用につい

ては明確な方向性が見られない。 現在も依然多くの子

どもたちが陥っている不登校状態の改善に向け， より

良い支援ができるよう， 校内の教育相談体制を整える

ことが重要である。 そのためには， 一人では指導が難

しい児童生徒を支援する教師に対し，相談・助言を行っ

たり， チームとして支援するために， 校内の各分掌や

学校を取り巻く様々な機関との連携を行うなど、 これ

ら一連の流れをコーディネートする立場の者として，

教育相談コー ディネー ター の役割をする教師を校務分

掌内に位置づける必要性が唱えられている（例えば原

田 ・ 府川・林， 1997; 西山 ・ 淵上， 2009ほか）。 こうした

不登校生徒の援助に不可欠と考えられる外部資源の調

整役が不足しており， 校内における児童生徒の適応に

向けた援助を行うことが期待されている 「教育相談•生

徒指導」 にとって， その対応は急務の課題といえる。

3. コ ーディネ ー タ ー 教員の配置の必要性
一方で調整役が学校で活躍している先行例もある。

例えば特別支援教育においては， 特別支援教育コ ー

ディネー ターの配慮の下， 子どもを理解し， 個別の教

育支援計画を立て， 学校関係者が協力して支援するこ
とが推奨されており， 学校の中でチ ームを作り， 支援

することが強調されている（小林， 2009) 。 このこと

は教育相談においても同様に活用できる考え方なので

はないだろうか。 校内のマネジメント行動や情報収

集行動について， 学校の特性や教師の性格を多く理解

している教師が教育相談コ ーディネ ー ターに適してお

り， 専門家との連携の力を高める事により， 校内外援

助資源を活用し， 教師が得意としているチ ーム支援が

可能になると予測される。 さらに 「今後の不登校への

対応の在り方について（報告）」（文部科学省， 2003)

では， 「各学校においては， 不登校児童生徒に対する適

切な対応のために不登校について学校における中心的

かつコーディネ ー ター的役割を果たす教員を明確に位

置づけることが必要である。」とコーディネー ター教員

の配置の必要性が述べられている。 このことからも，

常勤スタッフである教員によるコ ー ディネ ー ト活動

は， 十分な成果につながる見通しをもつことができよ

う。

こうしたことから， 本論文では， 教育相談が抱える

深刻な課題の 1 つである不登校生徒に対するアプロー

チとして， 教育相談コー ディネ ー ター の活動のあり方

を探索的に検討する。 成果として， 校内外の支援者た

ちの情報を教育相談コ ー ディネ ー ター に一 元化し，

チームで情報を共有化することにより， 石川 (2008)

がいう情報のフィー ドバックをしながら連携すること

ができる。 またコーディネー ター による適切な時期で

のシステム介入， 職員集団の活性化， 援助資源の有効

活用により， 機能的な支援システムの構築が期待でき

る（相楽・石隈， 2005) 。 生徒の問題状況や人間関係

に応じて構成された援助チームにおけるプロセスは，

同じ組織内（例：学校） または異なる組織間において，

異なる専門性をもつ者同士が， それぞれの専門性や役

割に基づき， 特定の援助対象の問題状況と援助の実状
について検討し， 今後の援助のあり方について話し合

うプロセス（作戦会議）であるとしている。 石隈 (1999)

は，援助チ ームは学級担任を中心に， 子どもの問題状

況 ・人間関係によって構成されるが， 教育相談係につ

いては心理教育的援助サ ー ビスの専門性が期待されて

おり， 援助チ ームのコー ディネ ー ターをつとめること
が期待されるとしている。
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4. 先行研究から
これまでに実践または検討された教育相談コ ー ディ

ネ ー タ ーの活動について概観し，含まれるべき内容を
集約する。 まず文部科学省(2008)によると，不登校
の解消・改善に効果のあった学校の措置として中学校
においては， ①家庭訪問を行い，学業や生活面での相
談にのるなど様々な指導・援助を行った， ②SC, 相
談員等が専門的に相談にあたった，③登校を促すため，
電話をかける・迎えに行くなどした。 ④保健室等特別
の場所に登校させて指導にあたった，⑤保護者の協力
を求めて，家族関係や家庭生活の改善を図ったという
項目で効果が高かったという結果が出ている。 また，
小林(2009)は，校内に教育支援コ ーディネ ー タ ーを
位置づけ，チ ー ムで支援する必要性を次のように述べ
ている。 ①不登校の問題で作られるチ ー ムは，課題解
決型のプロジェクトチ ー ムである，②子どもや保護者
に関わる者と，その課題解決に間接的に関わる者とで
役割を持ちながら，臨機応変に支援計圃を作成し，実
行に移す，③子どもの行動の変化や課題解決の程度を
評価し，課題の最終的な解決を目指す。 これらの実現
には，そのチ ー ムの核となる存在が必要なのである。
このことについて大野(1997)は，学校における教育
職員の一員として，相談指導教諭という新たな位置づ
けの必要性を指摘し，具体的業務を以下のように示し
ている。 相談指導教諭が，不登校生徒に対し，どのよ
うな動きをするとよいのかが明確で具体的である。 こ
れは本論文で言う教育相談コ ーディネ ー タ ー とほぼ同
様の立場であり、 その活動を示唆している。 よって，
ここでいう教育相談コ ーディネ ー タ ーとは，教育相談
の組織的取り組みを，中核的立場で推進する役割（香
田・西山，2010;小泉，2009)のことをさす。

さらに地方自治体単位でも，教育相談コ ー ディネ ー

タ ーに関する取り組みを行っている。 その例として，
神奈川県では平成19年度から全ての小・中学校に「教
育相談コ ーディネ ー タ ー（表 2) 」が配置されている。
この取組みにより，気になる生徒に関わる情報を複数
の視点から集めることが可能となり，より正確な生徒
の把握が可能となる。 また上記⑥までが一連の流れと
なっており，役割像が明確である。 課題としては，教
育相談コ ー ディネ ー タ ー として導入されているもの
の，実際は生徒指導担当が兼任していることが多いこ
とが挙げられている。 また関係する外部機関が，各自
治体によって異なるため，どのような関係機関がある
のか整理する必要がある。 ところが，こうした教育相
談コ ーディネ ー タ ーの役割像が確立されているとは言
い難い。 どのような実践が可能であるかを具体的に示
した報告は散見するものの，実際に，校内でどのよう
な活動をすべきであるかについて，理論上明確化され
た上での実践はなされていない。

この時点での教育相談コ ー ディネ ー タ ー のモデル
は，①情報収集と共有（情報収集）， ②カウンセリング
などの相談の中核的活動（相談業務）， ③相談体制など
の管理運営と力量向上のための研修の企画に関するこ
と（対応策検討），④連絡調整に関すること（連絡・調
整） の4つに整理されるといえる。 そこで，本研究に
おいては，教育相談コ ーディネ ー タ ーの役割モデルを
上記の4項目からなるものととらえたうえで，まず不
登校生徒及びそのリスクを持つ生徒の支援に対する実
践を行い，その活動内容を分析・検討する。

表1 相談指導教諭の活動内容（大野(1997)のまとめを筆者が表にした）
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表 2 神奈川県における教育相談コ ーディネ ー タ ー の活動内容
（教育相談コーディネータ ーハンドブック 神奈川県総合教育センタ ー，2006を筆者が表にした）

方 法

本研究では， まず先行研究から得られた教育相談

コ ー ディネ ー タ ー の役割を元に， 教育相談コ ー ディ

ネ ー タ ー として， 現場でのニ ー ズの高い不登校支援に

特化した活動を行う。 その活動を記録し， 中学校現場

に必要とされる教育相談コ ーディネ ータ ーのあり方を

明らかにする。

(1)対象： A市立B中学校 「教育相談コ ーディネ ー

タ ー 」である第一筆者および B 中学校・

A市教育支援センタ ー

(2) 期間：2010年 4 月～12月

(3)場所 ： A市立B中学校 A市教育支援センタ ー

(4) 情報収集：「教育相談コ ーディネ ー タ ー （第一筆

者）」による活動記録および聞き取り調査

なお， B中学校は福岡都市圏に隣接するA市の西部

に位置しており， 生徒数約800名， 学級数22, 市内で

も大規模の学校である。

また，本研究における教育相談コ ーディネ ー タ ーは，

実際には対象学校において週 1 回のみの勤務が可能で

ある。 そのため本研究においては， 週 1 回の勤務を通

して把握されたことをもとに， 常勤教育相談コ ーディ

ネ ー タ ーの職務のあり方を探索的に検討する。

結 果

教育相談コ ーディネ ー タ ーのモデル像が果たすべき

活動として挙げた①情報収集， ②相談業務， ③対応策

検討， ④連絡・調整の全ての領域を網羅するという形

で， 週に 1 回その活動を行った結果， 下記のような活

動経過となった。

(1) 校内適応指導教室担当者の研修の立案と実施

校内適応指導教室 （以下スマイルルー ム） において

は， 不登校生徒が安心して学習に取り組んだり， 学校

生活が送れる場所を提供し， 特に個々の子どもに応じ

た適切な対応が望まれる。 そのため担当者だけの対応

ではなく， 校内での連携はもとより校外の援助資源を

把握して， さらなる連携をすすめて支援していくこと

が求められる。 文部科学省による今後の不登校への対

応の在り方について（報告）によると関係機関との連携

による取り組みにおいて， 適応指導教室は不登校児童

生徒の学校生活への復帰を支援するため， 児童生徒の

在籍校との連携を取りつつ， 個別カウンセリング， 集

団での指導教科指導等を組織的・計画的に行う施設

として設置したものとされている。 また， 適応指導教

室整備指針（試案）8における学校との連携によると，

教育支援センタ ーの指導員について，「不登校児童生徒

の態様に応じ， その支援のため， 在籍校との緊密な連

携を行うものとする （定期的な連絡協議会， 支援の段

取りのコ ーディネ ー ト等の専門的な指導等）。」 とされ

ている。 しかし， 学校現場において初めて校内適応指

導教室の担当になった教師に対するサポ ー ト体制は構

築されておらず， 初任者教師に対して行われているよ

うな研修の実施もない。 これらの観点からスマイル

ルー ム担当者が定期的に市教育支援センタ ー で活動す

ることは， 生徒の在籍校との連携につながること， ま

た， 活動を通して支援の必要な生徒との関わり方を学

び， 担当者としての資質向上を図ることができると考

え，スマイルルー ム担当者の研修を立案し，実施した。
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表3 教育相談コ ーディネ ー タ ー の役割モデル活動経過表

A市教育支援センタ ー では「チャレンジ登校日」を

設定し， 通級している 生徒は毎週水曜日に， それぞれ

が 在籍している学校に登校するというシステムをとっ

ている。 スマイルルーム担当者は， 研修を通して生徒

の状態を把握することが出来ているため， 通級生徒は

チャレンジ登校時に安心して登校することが出来てい

る。 小坂・粟田(2008)は校内適応指導教室との連携

は， 支援センタ ー の通級生徒が学校復帰をする場合，

その多くは別室登校から始めることが多く， 通級生徒

にとって， 校内適応指導教室は在籍クラスの中間地点

に位置する ものと考えられ， 学校復帰に向けて指導員

と担当教員の連携が重要であるとしており， その観点

からも研修は有効であると言える。 また研修後の聞き

取りから， センタ ーでの研修の時間は， 生徒の情報交

換の時間としても有効であることが分かった。 また指

導の補助に加えて， 担当者が持つ悩みを支援センタ ー

職員に話し， 指導助言を してもらうこともあり， コ ン

サルテ ーションという意味でも有効だと考える。 学校

内においては， 支援センタ ー の環境面， 使用している

ワ ー クシー トなどを参考に， 担当者自ら独自のシー ト

を作成するなどしており， 担当者の行動面での変容が

見られる。
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(2)校内教育相談委員会の充実（毎週の定例・毎月

の拡大）

委員会での情報共有のために， 気になる生徒の個別

の支援シートを作成し， 経過を記人している。 また校

内教育相談委員会の中で， 単なる情報交換の場に終わ

らないよう， 拡大委員会の持ち方を検討した。

個別の支援シー トについては， スク ールソ ーシャル

ワ ーカーと数回協議を重ね， スク ールソ ー シャルワ ー

カーの視点を取り入れながら加筆・修正を行った。 教

育相談委員会については， 以下の点について改善が必

要であることが分かった。

①外部機関参加の会議であり， また時間が1時間に

限定されているため， 効果的で外部機関の力を引き出

せるような運営方法が必要である。 ②支援シー トの活

用については， 目的が明確であり（課題を整理するこ

と， 記入の内容を共有することが）有効であると言え

る。 ③継続した業務の遂行と，年度末から新1年生（次

年度の入学予定児童）の動向や情報収集を行い， 課題

を抱えるケ ー スについて早めの対応の検討を始める。

(3)小中連絡会の計画・調整・実施

活動していく中で， 中学校区の小学校で週に1度訪

問指導を行っている， A市教育支援センタ ー 担当者か

ら， 児童生徒が兄弟•姉妹関係で小・中に在籍してい

て， 学校から連絡が取りにくい家庭に対する支援を，

小・中連携で考えていく必要性があるという相談を受

けた。 そこで日程調整を行い小中連絡会を実施した。

事前に双方で個別の教育支援シー トを作成し， 交換を

して小中それぞれの支援の内容を確認した。 また会の

持ち方については市教育支援センター 担当者と相談し

て決定した。 中学校の放課後の時間設定とし， 出来る

だけ負担感のないよう， 会は50分で設定した。 参加者

は小学校から担任4名， 養護教諭， 特別支援教育コ ー

ディネ ー ター， 低学年・中学年・高学年マネ ー ジャ

（主任）の計9名， 市教育支援センタ ー 担当者， 中学

校から担任4名， 学年主任， 養護教諭， スク ールソ ー

シャルワ ーカーの計7名が同席した。 司会は小学校の

特別支援教育コ ーディネー ターが行った（筆者は陪席

した）。

連絡会後のアン ケ ー ト（小学校 9名， 中学校7名）

により， 以下の事が分かった。

①から④の質問に対し， 「必要である」 と応えた理由

① 事前の情報交換について

小学校・中学校での支援の様子が分かる。 またそ

表4 小中連絡会における事後アンケ ー トの結果

項 目 小学校 中学校

① 事前の支援シー トによる情報交換は必要である 9人 6人

② 個別の教育支援シー トの作成は必要である 9人 7人

③ 今回のような連絡会は必要である 9人 7人

④ 会の実應のためのコ ーディネータ ーが必要である 9人 7人

れまで知らなかった情報を得る事が出来た。 会の時

間短縮を図ることも可能である。

② 支援シー トの作成について

シー トに記入し可視化することで， 作成者自身が

対象生徒の課題整理を行うことが出来、 現在の指導

に役立つ気づきをもたらす。

③ 小中連絡会の実施について

小学校・中学校間で 「垣根」 を感じている教師も

少なくなく， 特に課題の多い家庭に対して小中が連

携して支援を行うための連絡会は必要だと感じつつ

も， 実施は難しい現状がある。 しかし実際に実施す

ると， 継続的な連携と支援の見直しが求められてい

ることが分かり， 来年 2月までに再度連絡会を持っ

てはどうか。

④ 会の実施のためのコ ーディネ ータ ーの必要性につ

いて

窓口を一本化し情報を集約し， 日程調整や趣旨の

共通理解を図ることが望まれている。 また日常の業

務が多いため， 担任がその役目をするのは難しく，

連絡調整をする人の存在は必要である。

特に③，④の回答から，担任以外でコ ーディネー ター

の役割を果たす教師の必要性を感じた。 そのほか会に

参加してもらいたい専門職として， 子育て支援セン

タ ー・児童相談所・市教育支援センタ ー・ スク ールカ

ウンセラ ー・スク ールソ ーシャルワ ーカ ー・ケ ー スワ ー

カ ー・民生委員が挙げられ， 外部との連携を取る際に

もコ ーディネー タ ーの果たす役割は大きいと言える。

毛利( 2008)は， 小中連携の取り組みが成果を挙げる

ための要件として 「時間の確保」 「小中の教職員の交流

の活発化」「連携意識の向上」としており，教育相談コ ー

ディネーターが時間の確保のための調整， 交流の活発

化・意識の向上のための啓発活動を行うことが必要で

あると指摘している。

大野(19 97)も， 教育相談担当者の活動を， カウン

セリング・コンサルティング・コ ーディネーティング

および相談室経営（マネジメント）からなる相談活動

と， 相談活動の計圃立案・研修会などの企圃・運営，

相談関係の情報提供および他の期間との情報交換から

なる推進活動に整理している。 そこで筆者が行った活

動内容との比較を行い表5のように整理した。

相談活動においては， 学級担任及び学校職員からの

相談が多く， 4 月当初は平成22年度初めて校内適応指

導教室の担当になった教諭から，7 月以降は学級担任，

養護教諭から相談を受ける事が多かった。 調整につい

ては， 校内適応指導教室担当者の研修の立案・実施，

小中連絡会の実施， A市教育支援センタ ー， ことばの

教室との連絡・調整を行った。 また個別の教育支援

シー トの作成は， 情報収集と対応策を考えるために有

効であったと言える。 以上の事から役割モデルの基本

として入れていた①情報収集， ②相談業務， ③対応策
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表5 大野（1997)が提示した活動内容と第一筆者が行った活動内容との比較

検討， ④関係者との連絡・調整については網羅するこ
とが出来た。 しかし， 大野(1997)が提示した活動内
容を詳細に検討すると， 相談活動においては①カウン
セリング， ②保護者への助言・協力， ③他の校務分掌
の係との連絡が十分ではない。 また推進活動において
は情報収集（相談に関わる調査）以外の活動が不十分
である。 また教育相談コ ー ディネ ーターと連携した担
当者の行動面における変化， 及び不登校生徒の変容に

ついては， 実施期間が短いため評価する事が出来てお
らず， これらは今後の課題である。

総合考察

1. 考 察
これまでの試行から， 校内で教育相談機能を促進す

る教育相談コ ー ディネ ーターが， 不登校生徒を抱える
学校現場で彼らの支援の調整をすることについては，
一定の効果が見出された。 まず， 不登校生徒の支援に
おいて， 必要とされる活動を現場のニ ー ズに基づいて
実施し， その内容を先行研究に照らして整理したとこ
ろ， ①情報収集， ②相談業務， ③対応策検討， ④関係
者との連絡 ・ 調整については活動実績をあげることが
できた。 とりわけ， 生徒理解の点から， 多くの教員が
授業を行っている時間帯に， スク ールカウンセラ ー・
スク ールソ ー シャルワ ーカ ーや適応指導教室関係者な
ど， 校内外の援助資源との情報交流や研修を促進する
ことで， 指導員らスタッフとの意思疎通が円滑に行わ
れ， 不登校からの復帰を目指している生徒たちへの援
助の内容が充実したという報告が得られた点は， 教育
相談コ ー ディネ ーターの位置づけに対して示唆を与え
る結果であったといえる。

文部科学省(2003)は「地域の学校の実情に応じて，
不登校児童生徒が在籍する学校の学級担任， その他の
教員がコ ー ディネ ーター 的な不登校担当教員との連携
の下， 機動的に適応指導教室に赴き， 保護者や指導員
との情報交換や相談を行ったり， 児童生徒の実情に応
じて学習し指導や教育相談を行ったりすること」とし，
適応指導教室（教育支援センター）との連携の必要性
を述べている。 このことは適応指導教室だけでなく，
様々な機関・支援資源との連携においても同様である。
しかし学校において教育相談の定義が曖昧であり， 教
育相談の継続性への懸念が示されている。 さらに活動
内容に根拠となる枠組みが見られないことが課題とし
てあげられている（西山， 2009)。

また学校現場においては， 学級担任が実動するのは
難しく， 様々な業務のため連絡がつきにくく， お互い
に情報交換の機会を望んでいてもなかなか実現しない
ことが多い。 先行研究の結果からも， 香田(2010)は
コ ー ディネ ー タ ー 役のスタッフの時間的負担を報告
し， 他の主任職を兼務している教師が十分な役割を果
たすことは難しいとしており， コ ー ディネ ー タ ー役の
教師の時間の確保が望まれる。 また特別支援教育コ ー

ディネ ーターと違い， 不登校生徒への対応を行うため
のコ ー ディネ ーター的な役割をする担当者が不明確で
あるため， どこに相談をしたらよいのか， 情報を集め
たらよいのかが分からず， 適切な支援が出来ずにいる
現状がある。

担任が一人で抱えてしまうのではなく， 校内の教育
相談体制を整えるとともに， 校内外の支援資源を活用
し チ ー ムと し て 支 援 し て い く 必 要 が あ る。 小泉
(2005)はこのチ ー ム支援の効果を上げるために，

コ ー ディネ ー タ ー 教員の存在の必要性を指摘してい
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る。 具体的なコ ー ディネーター 教員の役割像として
は， 学校運営の中枢に位置しており， システム構築 ・

運営を促進する（ファシリテー ション）という役割を
担っている者としている。 またその具体的な基礎的能
力として， 学校内外の関係者との調整·連携能力， 組
織運営能力， 子どもの学習指導能力を有していること
が挙げられ， これらの観点からの検討も今後必要とさ
れる。

2. 課 題
まず， 中学校現場において， 不登校支援に焦点化し

た活動だけに着目しても， 教育相談コ ーディネーター

の必要性は十分に感じられた。 また生徒のよりよい支
援のためには， 全体を把握し教育相談の中心として活
動していく役割が求められると考える。

まず学校現場においては不登校生徒の適切な支援と
ともに， 不登校生徒を増やさない体制作りや取組みが
必要になるといえる。 さらに今後はこれまで活動の基
本においていた①情報収集， ②相談業務， ③対応策検
討， ④連絡・調整に加え， 上記の相談指導教諭の活動
内容を含めたものを， 教育相談コ ーディネーター実践
モデルとして活動する必要がある。 表 4 でも明らかに
なったが， 今後は連携先の意識の向上のための推進 ・

啓発活動を行い， さらなる教育相談の充実を目指す必
要がある。
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